
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づき、
下記事業所における労働者派遣事業に係る情報の提供をいたします。
対象期間:2023年4月1日から2024年3月31日

株式会社キャリア 本社

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 本社

東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 キャロットタワー14階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 0

派遣先事業所数 0

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり）

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 info@careergift.co.jp

実績なし

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 実績なし

マージン率 0

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有 無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

労働者派遣事業に係る情報提供

そ
の
他



株式会社キャリア 大阪支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 名古屋支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 06-6476-8240

17,430

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 12,559

マージン率 27.9%

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有 無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 大阪支店

大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル26階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 486

派遣先事業所数 652

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり）

派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦3-6-35 WAKITA名古屋ビル2階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 178

派遣先事業所数 263

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 18,753

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 13,222

マージン率 29.5%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1746-7891

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

そ
の
他



株式会社キャリア 福岡支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 仙台支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 福岡支店

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19番5号 博多石川ビル3階B室

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 408

派遣先事業所数 560

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 15,242

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 11,033

マージン率 27.6%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 092-402-2688

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 仙台支店

宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号 SS30ビル22階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 140

派遣先事業所数 265

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 14,680

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 10,549

マージン率 28.1%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 022-216-3701

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

そ
の
他



株式会社キャリア 広島支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 札幌支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 広島支店

広島県広島市中区基町11-13 合人社広島紙屋町アネクスビル8階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 68

派遣先事業所数 105

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 17,890

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 12,465

マージン率 30.3%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1744-4359

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 札幌支店

北海道札幌市中央区北5条西2丁目5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ14階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 315

派遣先事業所数 332

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 14,249

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 9,958

マージン率 30.1%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 011-590-4611

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

そ
の
他



株式会社キャリア 船橋支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 横浜支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 船橋支店

千葉県船橋市本町7丁目12番22号 四ツ井ビル4階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 272

派遣先事業所数 399

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 16,589

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 11,682

マージン率 29.6%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 047-460-6120

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 横浜支店

神奈川県横浜市西区北幸2丁目9番23号 新興ビル7階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 217

派遣先事業所数 563

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 18,743

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 13,138

マージン率 29.9%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1744-4108

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

そ
の
他



株式会社キャリア 奈良支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 静岡支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 奈良支店

奈良県橿原市新賀町237番地1 フクダ不動産八木ビル603号

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 151

派遣先事業所数 106

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 18,584

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 13,247

マージン率 28.7%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 0744-20-3120

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 静岡支店

静岡県静岡市駿河区南町6-16 パレ・ルネッサンス2階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 78

派遣先事業所数 174

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 18,816

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 13,135

マージン率 30.2%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1746-7892

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

そ
の
他



株式会社キャリア 大宮支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 西新宿支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 大宮支店

埼玉県さいたま市大宮区宮町4-116-1 第16ナミキビル4階400号室

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 180

派遣先事業所数 296

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 21,271

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 15,173

マージン率 28.7%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1744-4172

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 西新宿支店

東京都新宿区西新宿7-4-4 武蔵ビル 4階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 286

派遣先事業所数 130

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 14,983

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 11,683

マージン率 22%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 03-5919-6437

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他



株式会社キャリア 神戸支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 京都支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 神戸支店

兵庫県神戸市中央区京町69 三宮第一生命ビルディング10階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 164

派遣先事業所数 216

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 18,991

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 13,273

マージン率 30.1%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1746-1209

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 京都支店

京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町400 三善ビル3階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 134

派遣先事業所数 190

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 17,953

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 12,487

マージン率 30.4%

そ
の
他 キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1746-7849

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日



株式会社キャリア 三重支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 岡山支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 三重支店

三重県津市栄町3丁目141番地1 モアビル3階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 88

派遣先事業所数 113

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 17,361

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 12,870

マージン率 25.9%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1746-7895

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 岡山支店

岡山県岡山市北区中山下1丁目9番40号 新岡山ビル8階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 101

派遣先事業所数 137

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 18,023

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 12,515

マージン率 30.6%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1746-7857

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他



株式会社キャリア 水戸支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 浜松支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 水戸支店

茨城県水戸市桜川1丁目1番25号 大同生命水戸ビル8階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 85

派遣先事業所数 133

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 17,984

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 12,696

マージン率 29.4%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1746-8099

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 浜松支店

静岡県浜松市中区砂山町353-8 太陽生命浜松ビル6階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 50

派遣先事業所数 105

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 16,700

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 11,349

マージン率 32%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1746-2236

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他



株式会社キャリア 熊本支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 渋谷支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 熊本支店

熊本県熊本市中央区花畑町4-1 太陽生命熊本第2ビル3階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 38

派遣先事業所数 59

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 14,291

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 9,978

マージン率 30.2%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 096-312-5230

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 渋谷支店

東京都渋谷区渋谷1丁目2番5号 MFPR渋谷ビル2階201号室

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 364

派遣先事業所数 698

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 21,484

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 15,247

マージン率 29%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1744-4602

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他



株式会社キャリア 鹿児島支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 新潟支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 鹿児島支店

鹿児島県鹿児島市山之口町1-10 鹿児島中央ビル10階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 83

派遣先事業所数 87

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 14,117

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 9,878

マージン率 30%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1745-1460

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 新潟支店

新潟県新潟市中央区万代1-4-33 損保ジャパン・新潟セントラルビル4階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 56

派遣先事業所数 84

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 16,172

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 11,522

マージン率 28.8%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 025-278-7473

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他



株式会社キャリア 金沢支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 松本支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 金沢支店

石川県金沢市広岡1丁目1番35号 金沢第二ビル4階404号室

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 20

派遣先事業所数 27

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 16,126

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 11,598

マージン率 28.1%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1744-4026

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 松本支店

⾧野県松本市深志1丁目1-15 朝日生命松本深志ビル2階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 58

派遣先事業所数 70

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 20,979

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 12,826

マージン率 38.9%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1743-9399

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他



株式会社キャリア 高崎支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 松山支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 高崎支店

群馬県高崎市八島町70番地 ラ・メルセ2階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 51

派遣先事業所数 84

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 17,074

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 11,979

マージン率 29.8%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1744-1963

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 松山支店

愛媛県松山市千舟町5丁目5番地3 EME松山千舟町ビル8階

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 77

派遣先事業所数 45

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 16,240

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 10,960

マージン率 32.5%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1746-1760

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他



株式会社キャリア 那覇支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

株式会社キャリア 郡山支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 那覇支店

沖縄県那覇市天久2丁目6番14号 キャスティングプランビル2階201号室

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 32

派遣先事業所数 38

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 16,152

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 11,258

マージン率 30.3%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 098-943-0880

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 郡山支店

福島県郡山市中町1番22号 郡山大同生命ビル5階02号室

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 31

派遣先事業所数 38

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 17,226

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 11,544

マージン率 33%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1751-5969

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他



株式会社キャリア 徳島支店

許可番号 許可年月日

事業所の名称

事業所の所在地

教育訓練の種類 対象者 方法 実施主体 賃金支給 派遣労働者の費用負担

安全教育訓練

派遣就業について

ビジネスマナー

ビジネスメール

ビジネス電話

来客応対

個人情報保護

福利厚生

各種サポート

労
働
派
遣
等
に
関
す
る
事
項

派13-304437 2009年7月1日

株式会社キャリア 徳島支店

徳島県徳島市八百屋町1-14 グラン徳島4階-E

派遣労働者数（2024年6月1日現在) 30

派遣先事業所数 21

派遣料金1人あたりの平均金額（1日8時間あたり） 16,739

派遣社員の平均賃金（1日8時間あたり） 10,519

マージン率 37.2%

キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 050-1746-7844

労
使
協
定

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定を締結しているか否か 締結済み

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項/労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日

そ
の
他

無

一定の就業中
労働者

日払い、週払い、社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、ストレスチェック

資格取得支援

教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

新規入職者

OFF-JT 派遣元 有


